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序 
 
背景 
 これまで、空港土木施設の設計に関する技術基準等の整備にあたっては、昭和 48 年の「空

港土木施設設計基準」のとりまとめ以降、施設・構造に係る技術の体系化、航空輸送需要の

増大による空港を取りまく情勢の変化への対応を経て、国際規格との整合や性能設計の導

入を踏まえ、空港土木施設の設計に際して各施設が具備すべき位置、形状、強度等を決定す

るための事項を示すとともに、設計の合理化並びに効率化を図ることを目的とした、航空法

施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56 号）第 79 条（設置基準）の解説書となる「空港土木施

設の設置基準解説」がとりまとめられてきたところである。 
 近年、国際民間航空機関（ICAO）では、不十分な安全監視に起因する航空事故の発生や、

急速に交通量が増大する中での事故率減少の必要性等を踏まえ、さらなる航空の安全性を

確保するため、ICAO USOAP（国際航空安全監視監査プログラム）等に取り組んでおり、

このような国際的な動向を踏まえ、航空法施行規則第 79 条の解説書は、陸上空港の施設の

設置及び管理を行う上で当該施設が有するべき規格及び性能として、航空機の航行の安全

確保の観点において最低限遵守しなければならない事項をより明確に示すことが重要とな

った。 
このため、今般の国際民間航空機関の飛行場基準コードの見直し等の改正に併せて、陸上

空港の施設が具備すべき安全に関する規制の内容に特化した基準として、「陸上空港の施設

の設置基準と解説」を策定することとした。 
 
位置付け 
 航空法施行規則第 79 条及び「陸上空港の基準対象施設の性能の照査に必要な事項等を定

める告示」において規定されている事項のほか、航空機の航行の安全を確保するために必要

な事項については、全ての陸上空港の施設に適用する必要があり（航空法施行規則第 79 条

第 1 項第 18 号）、その内容を「陸上空港の施設の設置基準と解説」に記述することとした。 
「陸上空港の施設の設置基準と解説」は、陸上空港の施設を設置するにあたって、最低限

具備すべき安全に関する規制としての基準を示すものであり、実線枠囲み内に航空法施行

規則第 79 条、「陸上空港の基準対象施設の性能の照査に必要な事項等を定める告示」及び

航空機の航行の安全を確保するために必要な規制に関する基準を示し、その枠囲み外に規

定内容の解説を示している。 
 また、適用上の位置づけを明確にするために、末尾の記載を下表のとおり分類している。 
 
 
 



序-2 
 

記載範囲 分類 適用上の位置づけ 末尾の記載例 

基準 
必須 技術的に明確であり遵守すべき事項 

～する。 
～あること。 
～なければならない。 

勧告 
技術的に明確であり遵守に努める事項 
条件等によって認められる事項 

～すべきである。 
～できる。 

解説 

提言 実施することが良い事項 
～望ましい。 
～必要がある。 

考え方 目的や概念、考え方を記述した事項 
～ある。 
～している。 
～れる。 

 なお、「陸上空港の施設の設置基準と解説」で記述している陸上空港の施設に求められる

性能の照査の方法の例として、「空港土木施設設計要領」がある。 

 
 

（条約）

（法律）

（省令）

（告示）

（通達）

要
求
性
能
　
性
能
規
定

国際民間航空条約 第14附属書 国際標準及び勧告方式

航　　空　　法

航空法施行規則第79条

陸上空港の基準対象施設の性能の照査に必要な事項等を定める告示

陸上空港の施設の設置基準と解説
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第 1 章 総則 
1.1 目的 

 陸上空港の施設の設置基準と解説（以下「基準解説」という。）は、陸上空港（以下「空

港」という。）の施設の設置において、各施設が具備すべき規格及び施設に求められる強

度、形状等の性能（以下「要求性能」という。）並びに性能の具体的な記述（以下「性能

規定」という。）を示し、安全に関する規制化を図ることを目的としている。 
(1) 航空法は、国際民間航空条約の附属書として定められている国際標準及び勧告方式に

準拠して定められているが、国際標準及び勧告方式と相違のある場合には、わが国の

実績等に照らして制定されている設置基準及び基準解説によるものとする。 
(2) 基準解説は、空港の施設の要求性能及び性能規定を記述することにとどめ、基本的に

はその照査の方法を設計者に委ねる等、設計の自由度の確保に配慮しているが、設計

にあたっては、基準解説の内容を十分に理解した上で、設計対象施設の特殊性、現地

条件及び施工中を含む環境への配慮等を十分検討する必要がある。 
(3) 基準解説は、空港の管理・運用上必要な処置を講じて行う場合の工事等を拘束するも

のではない。従って、空港を供用しつつ改良工事等を行う場合は、別に定める規定等

に従うものとする。 
(4) これらの空港の施設の設置に係る、航空機の航行の安全を確保するために必要な規制

に関する基準は、既存空港における航空機の運航制限や乗り入れ可否を判断すること

を目的としたものではないことを補足しておく。 
(5) 陸上空港とは、航空法施行規則第 75 条に規定する陸上空港等のうち、航空法（昭和

27 年法律第 231 号）第 2 条第 4 項及び空港法（昭和 31 年法律第 80 号）第 2 条に規

定する空港を指す。なお陸上空港にあっては、水域を埋立等により建造したものにつ

いてもこれに含まれる。 
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1.2適用範囲 

 基準解説は、設置基準に規定されている空港の施設に適用する。 
また、この基準解説の制定の際現に存する空港の施設について、この基準解説の規定に

適合しない部分がある場合においては、この基準解説の制定後当該部分に係る工事（維持

工事を除く。）に着手する場合を除き、適用しない。 
(1) 基準解説では、新設、既存施設の改良によって、各施設が有すべき強度、形状等は基

本的に変わりがないことから、その区分は行っていない。 
(2) 防衛省等との共用空港において、民間航空機が使用する施設を国土交通省あるいは防

衛省が整備する場合は、基準解説を参考とし、防衛省等と協議する必要がある。 
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1.3 定義 
(1) 79 ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ≤⇔≡⁸ ─≤⅔╡ ⇔≡™

╢⁹ 
  ─ │ ─√╘⌐ ↑╠╣╢ ─

 
 

( 2 6 ) 

 ─ ⌐ ⅛∫≡ ℮ ─ │ ─ ⌐ ∆

╢√╘ ↑╠╣╢ ─ ╘╠╣√ ─  
  ⅛╠─ ⌐╟╢ ─ ╩ ∆╢√╘⌐ ↑

╠╣╢  

fiꜝכⱣכ○   │▪fi♄כꜙ◦כ♩⌐╟╢ ─ ╩

∆╢√╘⌐ ↑╠╣╢  

  ─ ─√╘⌐ ↑╠╣╢  
  ─ ┘ ⅛╠─ ⌐╟╢ ─ ╩

∆╢√╘⌐ ↑╠╣╢  
◄ⱪ꜡fi  ┼─ ⁸ №╢™│ ─ ╖ ⇔⁸ ⁸

│ ─√╘⌐ ↑╠╣╢  
⁸  כ♄ꜟꜛ◦ ┘◄ⱪ꜡fi⌐⅔↑╢ ─ ─

┘ ─ ─√╘⌐ ↑╠╣╢  
  │ ⌐╟╡ ─ ╩ ∆╢√╘─  

 

図-1.1 空港の施設の区分 

 

(2) (1)─╒⅛⁸ ─ ≢ ─ ⅜ ↕╣╢ │⁸ ─ ╩ ≈╙─

≢№╢⁹ 
ICAO  ⌐ ≠™≡ ↕╣≡™╢

(International Civil Aviation Organization)╩™℮⁹ 
14   14   з ╩™℮⁹ 
5   5  ┘ ─ ⌐ ∆

═⅝ ╩™℮⁹ 
  ─ ⁸ ┘ ─√╘⌐ ↕╣╢ ─
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1.4単位系 
(1) 基準解説では計量法の規定に基づき、国際単位系を使用している。 
(2) 航空機の重量、滑走路の方位等については、条約第 14 附属書、条約第 5 附属書に示さ

れている。 
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1.5飛行場基準コード 
（省令 75 条関係） 
 飛行場基準コードは、滑走路の長さに基づくコード番号及び対象航空機（陸上空港の施

設を使用することが予想される航空機）の翼幅に基づくコード文字により、次の表に掲げ

るところによる。 

 

 

 

コード番号 滑走路の長さ 
1               800m 未満 
2 800m 以上 1,200m 未満 
3 1,200m 以上 1,800m 未満 
4 1,800m 以上 

コード文字 対象航空機の翼幅 

A         15m 未満  
B 15m 以上 24m 未満  
C 24m 以上 36m 未満  
D 36m 以上 52m 未満  
E 52m 以上 65m 未満  
F 65m 以上 80m 未満  

(1) 設計のために選択される 2 つの要素であるコード番号又はコード文字は、設置され

る空港の施設に対する航空機の限界特性に関連している。従って、飛行場基準コー

ドは、各施設における運航又は利用が予想されるより厳しい条件が要求される航空

機の特性によって決定する必要がある。 
(2) 飛行場基準コードの目的は、当該空港での運航が予想される航空機に適した施設を

提供するように空港の特性に関する多くの規定の相互関係について、分かり易い方

法を提供することである。従って、飛行場基準コードは、舗装強度の要件を決定す

るために使用するものではない。 
(3) コード番号は、滑走路や着陸帯などの勾配に関連する航空機の運航特性に関係する

滑走路の長さにより、また、コード文字は、着陸帯や障害物などの離隔距離に関連

する空港の特性に関係する航空機の翼幅による。なお、コード要素の複雑性を防ぐ

ことから、滑走路幅や誘導路幅などの地上における移動特性に関係する外側主脚車

輪間隔は、関連規定で直接使用している。 
(4) なお、上記(3)においては、コード文字及び外側主脚車輪間隔の各区分にある寸法の

最大値を用いて関連規定の規格を定めている。 
(5) FWT（Folding Wing Tips：折りたたみ翼端）を有する航空機は、翼端の展開・折

りたたみ操作により翼幅が変化する。このため、FWT を有する航空機が使用する

陸上施設ごとにその運用（翼端の展開・折りたたみ操作を行う位置）を考慮し、

それぞれの位置における翼端形状及び翼幅に応じたコード文字を適用する必要が

ある。 
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第 2 章 性能の照査 
2.1 性能規定の基本 
（告示 2 条関係） 

基準解説で定める空港の施設の性能規定は、当該施設の要求性能を照査するための要

件とすることができる。この基準解説で定める性能規定以外の性能規定であって、空港

の施設の要求性能を満足することが確かめられるものも、同様とする。 

(1) 空港の施設の要求性能は、設計供用期間にわたって満足する必要があるため、適切な

維持管理を実施する必要がある。 
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2.2性能照査の基本 
（告示 3 条関係） 
(1) 空港の施設の性能照査は、作用及び当該施設の保有する性能の不確実性を考慮でき

る方法又はその他の方法であって信頼性の高い方法によって行うものとする。 
(2) 空港の施設の性能照査にあたっては、設計供用期間中に当該施設が置かれる状況を

考慮して、次の事項を行うことを基本とするものとする。 
 一 当該施設が置かれる自然状況等を考慮して、作用を適切に設定すること。 
 二 主たる作用と従たる作用が同時に生じる可能性を考慮して、作用の組合せを適切

に設定すること。 
 三 材料の特性、環境作用の影響等を考慮して、材料を選定するとともに、その物性値

を適切に設定すること。 
(1) 作用及び当該施設の保有する性能の不確実性を考慮できる方法とは、利用状況や自然

状況、材料の特性、解析方法等の様々な設計要因が有している不確実性に起因する作

用及び耐力等の当該施設が保有する性能の不確実性を適切に考慮できる性能照査方

法のことであり、信頼性設計法等がある。 

(2) その他の方法であって信頼性の高い方法とは、当該施設が保有する性能を具体的か

つ定量的に評価する性能照査方法のことであり、一般的には数値解析法や模型実験

又は現地試験に基づく方法等がこれに該当する。 

(3) 空港の施設の照査方法については、条約第14 附属書をもとに設置基準により定めら

れる規格、配置等を除き、設計者の判断に委ねる等、設計の自由度確保に配慮して

いる。その場合には、設計者においてその妥当性を証明することが必要となるが、

｢空港土木施設設計要領｣には、これまでの実績等を踏まえた照査方法の例等が示さ

れている。なお、これら要領においては、当該施設が保有する性能等を間接的に評

価できる過去の経験に基づく許容応力度法や許容安全率法等の方法もその他の信頼

性の高い方法としている。 

(4) 基準解説では、同時に作用する可能性がある作用のうち、構造物に影響を与える主

要な作用を主たる作用として、それ以外の作用を従たる作用としている。 

(5) 性能照査では、複数の作用が同時に作用する状態として、永続状態、変動状態及び

偶発状態を適切に設定する必要がある。 

(6) 性能照査で考慮する作用として、主に、2.3.1～2.3.11 に示す作用が想定されるが、

これら作用の設定にあたっては、測量、土質調査、気象観測等の必要な調査を実施

するとともに、当該空港の将来担うべき役割等施設の利用状況についても広く考察

を行う必要がある。 

(7) 2.3.1～2.3.11 に示す作用以外に、構造物に影響する作用としては、雪荷重、施工時

の荷重等がある。これらについては必要に応じて適切に判断し設定するものとし、

その際には、その構造物の設計に適した基準等を参考に適切に設定する必要がある。 



 

2-3-1 
 

2.3作用等の設定 
2.3.1載荷重 
（告示 4 条関係） 
 航空機、車両等の載荷重については、予想される航空機の予想される回数の運航等想

定される当該施設の利用状況等を考慮して、適切に設定するものとする。 

(1) 公共の用に供する空港にあっては、複数の航空会社により利用されることや、機材

繰り等により同規模の異なる航空機を発着させることもあるため、特定の航空機の

みを想定するのではなく、当該空港で想定される利用状況から航空機グループを想

定し、計画する必要がある。特に施設形状、寸法の計画については、施設の改良に

あたって空港の運用に制限を加える可能性が高いことから、十分に配慮する必要が

ある。 

(2) 各施設の設計にあたって、対象とすべき航空機の特性にはそれぞれ違いがあるた

め、各航空機の設計対象機材の区分はそれぞれの特性（運航特性、大きさ、荷重）

毎に留意する必要がある。たとえば、施設の規模及び平面設計にあたって重要な特

性は航空機の運航特性と大きさであり、舗装等の構造物の設計にあたっては航空機

の載荷重である。 

(3) 各施設の設計にあたっては、その施設を使用する最大の航空機が所属する航空機グ

ループを設計対象航空機グループとすることとする。また、航空機の走行が想定さ

れない区域については、当該施設を使用する最大の車両を対象とする。ただし、そ

の決定にあたっては、その空港の将来の発展性、当該施設の将来の使用方法、経済

性等を十分考慮する必要がある。なお、航空機及び車両の諸元については、｢空港土

木施設設計要領｣に示されている。 

(4) 載荷重による作用は、航空機や空港内の作業車両等の予想される回数の運航等を考

慮して適切に設定する必要がある。 

 
2.3.2自重 
（告示 5 条関係） 
 自重については、材料の単位体積重量をもとに、適切に設定するものとする。 

(1) 自重の詳細については、「空港土木施設設計要領」に示されている。 

 

2.3.3地盤条件 
（告示 6 条関係） 
 地盤条件については、地盤調査及び土質試験の結果をもとに、土の物理的性質、力学

的特性等を適切に設定するものとする。 
(1) 地盤条件は、性能照査において考慮する地盤の特性を表す諸条件であり、適切な方

法により行われた地盤調査及び土質試験の結果をもとに、適切に設定する必要があ
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る。なお、設定にあたっては、調査及び試験結果のばらつき等の信頼性を考慮する

必要がある。 

(2) 地盤条件の詳細については、「空港土木施設設計要領」に示されている。 

 

2.3.4土圧及び水圧 
（告示 7、24 条関係） 
(1) 土圧については、地盤条件をもとに、当該施設の構造、載荷重、レベル一地震動、

レベル二地震動による作用等を考慮して、適切に設定するものとする。 

(2) 残留水圧については、当該施設の構造、周囲の地盤条件等を考慮して、適切に設定

するものとする。 

(3) 動水圧については、当該施設の構造、レベル一地震動、レベル二地震動による作用

等を考慮して、適切に設定するものとする。 
(1) 土圧及び水圧の詳細については、｢空港土木施設設計要領｣に示されている。 

 

2.3.5地震動 
（告示 8、24 条関係） 
(1) レベル一地震動については、地震動の実測値をもとに、震源特性、伝播経路特性及

びサイト特性を考慮して、確率論的時刻歴波形を適切に設定するものとする。 

(2) レベル二地震動については、地震動の実測値、想定される地震の震源パラメータ等

をもとに、震源特性、伝播経路特性及びサイト特性を考慮して、時刻歴波形を適切

に設定するものとする。 
(1) 地震動の設定にあたっては、震源特性、伝播経路特性及びサイト特性を考慮する必

要がある。 

(2) レベル一、レベル二地震動の設定方法に関する詳細については、｢空港土木施設設計

要領｣に示されている。 
 

2.3.6地盤の沈下 
（告示 10 条関係） 
 地盤の沈下の影響については、地盤条件をもとに、当該施設の構造、載荷重及び当該

施設の周辺の状況を考慮して、適切な手法により評価するものとする。 

(1) 地盤の沈下の影響については、｢空港土木施設設計要領｣に示されている。 

 

2.3.7地盤の液状化 
（告示 11、24 条関係） 
 地盤の液状化については、地盤条件をもとに、レベル一地震動又はレベル二地震動によ

る作用を考慮して、適切な手法により評価するものとする。 
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(1) 地盤の液状化の影響に関する実績等を踏まえた予測及び判定手法については、｢空港

土木施設設計要領｣に示されている。 

 

2.3.8波浪 
（告示 9、24 条関係） 
(1) 変動波浪については、長期間の実測値又は推算値をもとに、統計的解析等により波

高、周期、波向等を適切に設定するものとする。 

(2) 偶発波浪については、長期間の実測値又は推算値をもとに、統計的解析等により波

高、周期、波向等を適切に設定するものとする。 

(1) 波浪の詳細については、「空港土木施設設計要領」に示されている。 

 

2.3.9津波 
（告示 24 条関係） 
 津波については、既往の津波記録又は数値解析をもとに、津波の高さ等を適切に設定す

るものとする。 
(1) 津波の詳細については、「空港土木施設設計要領」に示されている。 

 

2.3.10環境作用 
（告示 12 条関係） 
 環境作用の影響については、当該施設の設計供用期間、材料特性、自然状況、維持管

理の方法その他の当該施設が置かれる諸条件を考慮して、適切な手法により評価するも

のとする。 

(1) 環境作用の影響の詳細については、「空港土木施設設計要領」に示されている。 

 

2.3.11風及びブラスト 

 風及びブラストによる作用については、当該施設の設置位置等を考慮して適切に設定

するものとする。 

(1) 風、ブラストによる作用の詳細については、｢空港土木施設設計要領｣に示されてい

る。 
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第 3 章 空港の施設 
3.1 滑走路 
3.1.1 一般 
（省令 79 条、告示 22、23 条関係） 
(1) 飛行場基準コード及び外側主脚車輪間隔別に、3.1.3 及び 3.1.4.1 に掲げる規格に適

合した幅及び縦横断勾配を有するものであること。ただし、特別の理由があると認

められる場合は、この限りでない。 

(2) 使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。 

(3) 使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強

度を有するものであること。 

(4) 自重、土圧、レベル一地震動、水圧、変動波浪等による損傷等が当該施設の機能を

損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 

(5) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保する必要があると空

港の設置者又は管理者が判断する場合にあっては、被災時における当該空港の機能

を確保するために必要な滑走路について、レベル二地震動、偶発波浪又は津波によ

る損傷等が軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないものとす

る。 

(6) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を

有すること。 

(1) 本規定の(2)から(6)は、滑走路の要求性能であり、3.1.2、3.1.5 及び 3.1.6 にその性能

規定を示す。 
 
3.1.2 滑走路の長さ 

滑走路の長さは、滑走路の使用が予想される航空機の運航要件に適合する適切なもの

とすべきであり、関連する航空機の運航及び性能特性に対し、現地条件に関する補正を加

えて決定された最長の長さ以上とすべきである。 

(1) 本規定は、必ずしも最大重量での航空機の運航に備えることを意味するものではない。 

(2) 設定すべき滑走路の長さ及び滑走路の両方向で行われる運航の必要性を決定すると

き、離陸及び着陸両方の諸要件を考慮する必要がある。 

(3) 考慮すべき必要性のある現地条件には、標高、気温、滑走路勾配、湿度及び滑走路面

特性が含まれる。 

(4) 滑走路長の決定に関する指針は、「Aerodrome Design Manual(Doc 9157), Part1」に

示されている。 
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3.1.3 滑走路の幅 
（省令 79 条関係） 

滑走路の幅は、以下の規格を有するものであること。 

コード番号 1 2 3 4 

幅 

外 

側 

主 

脚 

車 

輪 

間 

隔 

4.5m 未満 
18m 以上 

(30m 以上) 
23m 以上 

(30m 以上) 
30m 以上  

4.5m 以上 
6m 未満 

18m 以上 
(30m 以上) 

23m 以上 
(30m 以上) 

30m 以上  

6m 以上 
9m 未満 

23m 以上 
(30m 以上) 

30m 以上 30m 以上 45m 以上 

9m 以上 
15m 未満 

  45m 以上 45m 以上 

 ( )内は、精密進入用滑走路の場合 

 

3.1.4 滑走路の勾配 
3.1.4.1 縦横断勾配 
（省令 79 条関係） 
(1) 滑走路の縦断勾配は、以下の規格を有するものであること。 

コード番号 1 2 3 4 
最

大

縦

断

勾

配 

一 滑走路の末端から滑

走路の長さの 4分の 1以

下の距離にある部分 
2% 2% 1.5% 0.8% 

二 一に規定する部分以

外の部分 
2% 2% 1.5% 1.25% 

 

(2) 滑走路の横断勾配は、以下の規格を有するものであること。 

コード文字 A B C D E F 
最大横断勾配 2% 2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

  

(1) 滑走路の横断勾配は、路面の雨水を良好に排水するために、滑走路中心線が最も高く

なるような勾配（センタークラウン）とすることが望ましい。また、中心線の両側の

横断勾配は等しく、滑走路の縦断方向に対してできる限り一定の値とすることが望ま

しい。 

(2) 滑走路と誘導路の交差部では、滑走路の横断勾配を優先する必要がある。 
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3.1.4.2 平均勾配 

滑走路中心線に沿った最高標高と最低標高間の差（最大高低差）を滑走路の長さで割っ

て算出した勾配（平均勾配）は、以下の規格を有するべきである。 
- コード番号が 1 又は 2 の場合は、2%以下 
- コード番号が 3 又は 4 の場合は、1%以下 

(1) 平均勾配は、図-3.1.1に示すとおりである。 

 
図-3.1.1 滑走路縦断の平均勾配 

 
3.1.4.3 縦断勾配の変化 

(1) 滑走路の縦断勾配の変化点における 2 つの勾配の差は、以下の規格を有するべきで

ある。 

- コード番号が 1 又は 2 の場合は、2%以下 
- コード番号が 3 又は 4 の場合は、1.5%以下 

(2) 滑走路の縦断曲線の曲率半径は、以下の規格を有するべきである。 

- コード番号が 1 又は 2 の場合は、7,500m 以上 
- コード番号が 3 の場合は、15,000m 以上 
- コード番号が 4 の場合は、30,000m 以上 

(1) 縦断勾配の変化点における 2 つの勾配の差とは、図-3.1.2 に示す勾配 x と y の差の

絶対値|x－y|をいう。 

(2) 縦断勾配の変化点における縦断曲線の曲率半径Rは、図-3.1.2に示すとおりである。 

 

図-3.1.2 縦断勾配の変化点と縦断曲線 
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3.1.4.4 視距離 

滑走路の縦断勾配は、以下に示す滑走路面上の視点の高さから、滑走路長の半分の距離

にわたって、滑走路面上の同じ高さが見えるように視距離を確保すべきである。 

- コード文字が A の場合は、1.5m 
- コード文字が B の場合は、2m 
- コード文字が C、D、E 又は F の場合は、3m 

(1) 滑走路の縦断形状が凸型である場合には見通しの確保が問題になることがある。 

(2) 視距離を確保するため、図-3.1.3 に示す A 点（B 点）の高さ h から A’点（B’点）の

高さ h が見通せる範囲の長さ L1（L2）は、滑走路長 L の半分以上となるように縦断

勾配を適切に設定する必要がある。 

(3) 視点の高さ h はパイロットの目線に基づいている。 

(4) 平行誘導路が設置されていない空港では、滑走路全長にわたり、視線が妨げられない

ように考慮することが望ましい。 

 

図-3.1.3 視距離の確保 

 

3.1.4.5 勾配変化点の間隔 

滑走路の縦断勾配の変化点の間隔は、次式で計算された値以上、かつ、45m 以上とすべ

きである。 

   

  D＝α・（｜x－y｜＋｜y－z｜） 
  ここに、D：勾配変化点の間隔（m） 
      x、y、z：勾配（%） 
      α：係数（下表に示すコード番号に応じた値） 

コード番号 α 
1 又は 2 50m 

3 150m 
4 300m 

  

(1) 滑走路の縦断形状が連続して変化することを避けるために、勾配変化点の間隔 D を

h：視点の高さ 
L：滑走路長 
L1：A 点からの視距離 
L2：B’点からの視距離 
 
L1≧L／2、L2≧L／2 
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連続する 2 箇所の勾配変化点における縦断勾配の変化量を基に設定している。 

 
図-3.1.4 勾配変化点の間隔 

 
3.1.5 滑走路の強度 
（告示 13、25 条関係） 

滑走路の強度にかかる性能規定は、次に掲げるものとする。 

(1) 主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が載荷重、レベル一地

震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の損

傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

(2) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保するために必要な滑

走路にあっては、主たる作用がレベル二地震動、偶発波浪又は津波である偶発状態に

対して、作用による損傷の程度が限界値以下であるものとする。 

(1) 当該施設の被災に伴う空港の運用停止により、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点

としての役割が損なわれる可能性がある場合には、周辺地域の人命や財産の喪失など

重大な影響を及ぼす可能性がある。また、当該空港が航空ネットワークや背後圏経済

活動において重要な役割を果たしている場合には、当該施設の被災に伴う空港の運用

停止により、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点としての役割が損なわれるだけで

なく、社会経済活動に重大な影響を及ぼす可能性があることから、レベル二地震動等

の偶発作用に対しても施設の機能の回復が求められる。 

 

3.1.6 滑走路の表面 
（告示 13 条関係） 

滑走路の表面にあっては、十分な摩擦抵抗を有するとともに、航空機の運航に対する安

定性及び雨水に対する排水性を有する舗装とすること。 
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3.2 滑走路ショルダー 
3.2.1 一般 
（省令 79 条関係） 
 滑走路の両側に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。 

(1) 本規定は、滑走路ショルダーの要求性能であり、3.2.4 及び 3.2.5 にその性能規定を示

す。 
 

3.2.2 滑走路ショルダーの幅 

(1) 滑走路ショルダーの幅は、以下の規格を有するべきである。 

- コード文字が A、B 又は C の場合は、5m 以上 
- コード文字が D で、外側主脚車輪間隔が 9m 未満の場合は、5m 以上 
- コード文字が D で、外側主脚車輪間隔が 9m 以上 15m 未満の場合は、7.5m 以

上 
- コード文字が E の場合は、7.5m 以上 
- コード文字が F で、双発又は 3 発エンジンの場合は、7.5m 以上 
- コード文字が F で、4 発エンジンの場合は、15m 以上 

(2) 滑走路の幅が 3.1.3 に示す滑走路の幅より広い場合は、滑走路ショルダーの幅をその

分縮小することができ、滑走路ショルダーの最小幅は、5m とすべきである。 

(1) 滑走路ショルダーの幅は、主に航空機のエンジン（4 発機では外側エンジン）の位置

に関連しており、滑走路とショルダーを合わせた幅を考慮して設定している。図-

3.2.1に示すとおり 3.1.3に示す滑走路の幅W1より広いW1´が確保される場合には、

全体の幅 W が変わらない範囲で本規定に示すショルダーの幅 W2 を縮小し、W2´と
することができることとしている。 

 

図-3.2.1 滑走路ショルダーの幅の縮小 

 

(2) 滑走路ショルダーの幅は、航空機と除雪によって生じる雪堤とのクリアランスの確保

や除雪車両による作業性を考慮し、適切に設定する必要がある。 
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3.2.3 滑走路ショルダーの勾配 

滑走路ショルダーの横断勾配は、2.5%以下とすべきである。ただし、既設滑走路の嵩

上げに伴い、その摺付けの影響が広範囲に及ぶ場合は、5%まで許容することができる。 

 

3.2.4 滑走路ショルダーの強度 
（告示 20 条関係） 

滑走路ショルダーは、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が

載荷重、レベル一地震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与

える程度の損傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.2.5 滑走路ショルダーの表面 
（告示 20 条関係） 

滑走路ショルダーの表面にあっては、航空機の運航に対する安定性及び雨水に対する

排水性を有する舗装とすること。 
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3.3滑走路ターニングパッド 
3.3.1一般 

滑走路終端において誘導路が設けられておらず、かつ、航空機が滑走路内において 180

度転回が困難な場合に、適当な形状、強度及び表面を有する滑走路ターニングパッドを設

けるべきである。 

(1) 本規定は、滑走路ターニングパッドの要求性能であり、3.3.4 及び 3.3.5 にその性能規

定を示す。 
 

3.3.2滑走路ターニングパッドの形状 

(1) 滑走路と滑走路ターニングパッドの交差角度は、30 度以下とすべきである。 
(2) 滑走路ターニングパッドの設計で使用するステアリング角度は、45 度以下とすべき

である。 
(3) 航空機の操縦室が滑走路ターニングパッド標識上を走行する際、主脚車輪外縁から

舗装端までのクリアランスは、以下の規格を有するべきである。 
- 外側主脚車輪間隔が 4.5m 未満の場合は、1.5m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 4.5m 以上 6m 未満の場合は、2.25m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 6m 以上 9m 未満で、ホイールベースが 18m 未満の航空機

の場合は、3m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 6m 以上 9m 未満で、ホイールベースが 18m 以上の航空機

の場合は、4m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 9m 以上 15m 未満の場合は、4m 以上 

 

3.3.3滑走路ターニングパッドの勾配 

滑走路ターニングパッドの縦横断勾配は、3.1.4.1 の縦横断勾配の規定に準じるべきで

ある。 

 

3.3.4滑走路ターニングパッドの強度 

滑走路ターニングパッドは、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる

作用が載荷重、レベル一地震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支

障を与える程度の損傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.3.5滑走路ターニングパッドの表面 

  滑走路ターニングパッドの表面にあっては、航空機の運航に対する安定性及び雨水に

対する排水性を有する舗装とすること。 
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3.3.6滑走路ターニングパッドのショルダー 

滑走路ターニングパッドのショルダーは、3.2 の滑走路ショルダーの規定に準じるべき

である。 
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3.4 着陸帯 
3.4.1 一般 
（省令 79 条関係） 
(1) 飛行場基準コード別に、3.4.2、3.4.3 及び 3.4.4 に掲げる規格に適合した長さ、幅及

び勾配を有するものであること。ただし、特別の理由があると認められる場合は、こ

の限りでない。 

(2) 自重、土圧、レベル一地震動、水圧、変動波浪等による損傷等が当該施設の機能を損

なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 

(3) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有

すること。 

(1) 本規定の(2)及び(3)は、着陸帯の要求性能であり、3.4.5 及び 3.4.6 にその性能規定を

示す。 
 

3.4.2 着陸帯の長さ 
（省令 79 条関係） 
 着陸帯は、以下の規格を有するものであること。  

コード番号 1 2 3 4 

滑走路の短辺から着陸帯

の短辺までの距離 

計器着陸用 
滑走路 

60m 
以上 

60m 
以上 

60m 
以上 

60m 
以上 

非計器着陸用 
滑走路 

30m 
以上 

60m 
以上 

60m 
以上 

60m 
以上 

  

 

3.4.3 着陸帯の幅 
（省令 79 条関係） 
 着陸帯は、以下の規格を有するものであること。 

コード番号 1 2 3 4 

滑走路の縦方

向の中心線か

ら着陸帯の長

辺までの距離 

精密進入用滑走路 
70m 
以上 

70m 
以上 

140m 
以上 

140m 
以上 

非精密進入用滑走路 
30m 
以上 

60m 
以上 

75m 
以上 

75m 
以上 

非計器着陸用滑走路 
30m 
以上 

40m 
以上 

75m 
以上 

75m 
以上 
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3.4.4 着陸帯の勾配 
（省令 79 条関係） 

(1) 着陸帯の縦断勾配は、以下の規格を有するものであること。 
コード番号 1 2 3 4 

非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な

最小の区域内の部分の最大縦断勾配 
2% 2% 1.75% 1.5% 

 

(2) 着陸帯の横断勾配は、以下の規格を有するものであること。 

コード番号 1 2 3 4 

最大

横断

勾配 

一 非計器着陸用滑走路の着陸帯とし

て必要な最小の区域内の部分 
3% 3% 2.5% 2.5% 

二 一に規定する部分以外の部分 5% 5% 5% 5% 

  

(1) 着陸帯の縦断勾配は、できる限り急激な変化を避けることが望ましい。 

(2) 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分（以下「非計器用着陸

帯」という。）以外の着陸帯の縦断勾配は、5%以下とすることが望ましい。 

(3) ショルダー（舗装）と着陸帯の植生部の境界（図-3.4.1 の B-B’）は、芝等の成長に

伴い舗装面より植生部が高くなりショルダー部の排水が不良となる可能性があるこ

とから、5cm 程度の段差を設けることが望ましい。 

 

図-3.4.1 ショルダー（舗装）と着陸帯の植生部の境界 

（コード番号 3又は 4 の精密進入用滑走路の着陸帯の場合の例） 

 

(4) 着陸帯内に排水構造物を設置する場合は、皿形排水溝や蓋付排水溝のように、着陸帯

の規定勾配を満足する構造にする必要がある。 
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3.4.5 着陸帯の強度 
（告示 14 条関係） 

着陸帯は、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用がレベル一地

震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の損傷の

生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.4.6 着陸帯の表面 
（告示 14 条関係） 

着陸帯の表面にあっては、航空機の運航の安全に必要な施設を除き、航空機の障害とな

る物件が設置されていないこと。 

(1) 航空機の運航の安全に必要な施設とは、滑走路距離灯、PAPI 等の照明施設、グライ

ドスロープ等の無線施設、風向風速計、シーロメーター等の気象施設及び 3.6.7 に示

すアレスティングシステム等その効用を発揮するため着陸帯内に設置しなければな

らないものをいう。 

(2) 着陸帯内に設置する航空機の運航の安全に必要な施設は、脆弱で、かつ、できるだけ

低く据え付けることが望ましい。 

(3) 着陸帯のうち滑走路等舗装された区域以外の区域については、降雨等による着陸帯表

面の浸食防止、航空機のブラストによる土石等の飛散防止及び着陸帯の支持力確保の

ため、整地及び植生等を行うことが望ましい。 

(4) 着陸帯のうち滑走路等舗装された区域以外の区域は、航空機が滑走路から逸脱した場

合の危険性を最小限にとどめるため、支持力が極端に異ならないようにすることが望

ましい。 

(5) 着陸帯の地表面に設置される構造物（排水溝等）は、障害物とみなすべきであり、非

計器用着陸帯以外の着陸帯に設置することが望ましい。また、非計器用着陸帯に設置

しなければならない構造物は、地表面から 30cm 以上深く設置することが望ましい。 

(6) 通行する車両が障害物となり得る場周道路は、障害物とみなすべきであるが、航空機

離発着時に車両の通行を制限する等により安全を確保することができる場合は、非計

器用着陸帯以外の着陸帯においてはこの限りでない。 

(7) 前述の非計器用着陸帯以外の着陸帯とは、図-3.4.2 に示すとおりである。 

 

図-3.4.2 非計器用着陸帯以外の着陸帯 
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3.5過走帯 
3.5.1一般 
（省令 79 条関係） 
 滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯

を設けること。 

(1) 本規定は、過走帯の要求性能であり、3.5.5 及び 3.5.6 にその性能規定を示す。 
 

3.5.2過走帯の長さ 

 過走帯の長さは、以下の規格を有するべきである。 

コード番号 1 2 3 4 
長

さ 
計器着陸用滑走路 60m 以上 60m 以上 60m 以上 60m 以上 

非計器着陸用滑走路 30m 以上 60m 以上 60m 以上 60m 以上 
  

 

3.5.3過走帯の幅 

 過走帯の幅は、当該滑走路の幅と等しくすべきである。 

 

3.5.4過走帯の勾配 

 過走帯の縦横断勾配は、3.4.4 の着陸帯の勾配の規定に準じるべきである。 

(1) 滑走路の縦横断勾配に対して、著しく急な勾配とすることは望ましくない。 

 

3.5.5過走帯の強度 
（告示 15 条関係） 
 過走帯は、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が載荷重、レベ

ル一地震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の

損傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.5.6過走帯の表面 
（告示 15 条関係） 

過走帯の表面にあっては、航空機の運航に対する安定性及び雨水に対する排水性を有

する舗装とすること。 

 

3.5.7過走帯のショルダー 

 過走帯のショルダーは、3.2 の滑走路ショルダーの規定に準じるべきである。 
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3.7 誘導路 
3.7.1 一般 
（省令 79 条、告示 22、23 条関係） 
(1) 飛行場基準コード又は外側主脚車輪間隔別に、3.7.2 及び 3.7.6.1 に掲げる規格に適

合した幅及び縦横断勾配を有するものであること。ただし、特別の理由があると認

められる場合は、この限りでない。 

(2) 滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間

の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。 

(3) 使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強

度を有するものであること。 

(4) 自重、土圧、レベル一地震動、水圧、変動波浪等による損傷等が当該施設の機能を

損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 

(5) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保する必要があると空

港の設置者又は管理者が判断する場合にあっては、被災時における当該空港の機能

を確保するために必要な誘導路について、レベル二地震動、偶発波浪又は津波によ

る損傷等が軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないものとす

る。 

(6) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を

有すること。 

(1) 本規定の(3)から(5)は、誘導路の要求性能であり、3.7.7 及び 3.7.8 に(3)から(5)の性能

規定を示す。 

 

3.7.2 誘導路の幅 
（省令 79 条関係） 

誘導路の幅は、以下の規格を有するものであること。 

外側主脚車輪間隔 4.5m 未満 
4.5m 以上 
6m 未満 

6m 以上 
9m 未満 

9m 以上 
15m 未満 

幅 7.5m 以上 10.5m 以上 15m 以上 23m 以上 
  

(1) 本規定は、誘導路の直線部におけるものである。 

(2) 誘導路の幅は、走行することが予想される航空機のうち最も大きな幅を必要とする航

空機を対象に設定することが望ましい。 
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3.7.3 交差部及び曲線部における誘導路の形状 

(1) 交差部及び曲線部における誘導路中心線は、就航する航空機の旋回性能、走行速度、

翼幅から固定障害物までの距離を考慮し、航空機が安全に走行できる曲線を有する

べきである。 

(2) 誘導路の交差部及び曲線部には、フィレットを設けることとし、航空機の操縦室が

曲線部の誘導路中心線を走行する際、主脚車輪外縁から舗装端までのクリアランス

は、以下の規格を有するべきである。 

- 外側主脚車輪間隔が 4.5m 未満の場合は、1.5m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 4.5m 以上 6m 未満の場合は、2.25m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 6m 以上 9m 未満で、ホイールベースが 18m 未満の航空機

の場合は、3m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 6m 以上 9m 未満で、ホイールベースが 18m 以上の航空機

の場合は、4m 以上 
- 外側主脚車輪間隔が 9m 以上 15m 未満の場合は、4m 以上 

(1) 3.7.5 に示す誘導路と誘導路との中心線間隔において航空機が 180 度旋回する場合の

誘導路中心線の曲線半径は、以下に示すとおりである。 

コード文字 曲線半径 

Ａ 11.5m 以上 

Ｂ 16m 以上 

Ｃ 22m 以上 

Ｄ 31.5m 以上 

Ｅ 38m 以上 

Ｆ 45.5m 以上 

(2) 一般的に、エプロン誘導路やスポット誘導経路を走行する航空機は、その他の誘導路

を走行する航空機よりも比較的低速で走行している傾向があること等を理由として、

(1)に示す曲線半径によらない場合は、航空機の運航や空港の運用への影響を考慮し

た値を設定する必要がある。 

(3) 一般的に、誘導路中心線の曲線半径に大きな値を用いることにより、誘導路曲線部走

行時の航空機の走行性や安全性を向上させることができる。これを踏まえ、コード文

字がＥ又はＦの場合、滑走路と誘導路の交差部の曲線半径を 60ｍ以上とすることが

望ましい。 

(4) 誘導路の曲線部には、緩和曲線を設ける必要はない。 

(5) 航空機の車輪軌跡を推定する方法及び誘導路中心線の曲線半径における航空機の許

容走行速度については、「Aerodrome Design Manual (Doc9157), Part2」に示されて

いる。 

(6) フィレットは、緊急的な閉鎖等による暫定走行も考慮して、想定される走行経路の交
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差部に設置することが望ましい。 

(7) 交差部及び曲線部の形状は、施設の設置後新たな大型航空機が就航する度にフィレッ

トの拡幅等をせざるを得ない状況を避けるために、走行することが予想される航空機

に対して冗長性を持たせたフィレットを設定することが望ましい。なお、冗長性を見

込んだ誘導路交差部及び曲線部の設計例は、「空港土木施設設計要領」に示されてい

る。 

(8) 誘導路橋に取り付く前後の誘導路は、誘導路橋に進入する航空機が容易に正対できる

よう、コード文字が C、D 又は E の場合には 50m 以上、コード文字が F の場合には

70m 以上の直線区間を設けることが望ましい。 
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3.7.4 高速離脱誘導路 

(1) 滑走路と高速離脱誘導路の分岐曲線の半径は、550m 以上とすべきである。 
(2) 滑走路と高速離脱誘導路の中心線交差角度は、25 度以上 45 度未満とすべきであ

る。 
(3) 高速離脱誘導路は、分岐曲線の後に設ける直線の距離は、75m 以上とすべきである。 
(4) 高速離脱誘導路の幅、形状及び勾配は、3.7.2、3.7.3 及び 3.7.6 の規定に準じるべき

である。 
(1) 分岐曲線の半径は、路面が湿潤状態においても 93km/h の離脱速度を確保することを

考慮し 550m 以上と設定している。 
(2) 中心線交差角度は、一般に 30 度としている。 

 

図-3.7.1 高速離脱誘導路の標準平面形状 
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3.7.5 誘導路最小離隔距離 

(1) 滑走路と平行誘導路との中心線間隔及び誘導路と誘導路との中心線間隔は、以下の

規格を有するべきである。 

コ
ー
ド
文
字 

滑走路と平行誘導路との中心線間隔 
誘導

路と

誘導

路と

の中

心線

間隔 

精密進入用滑走路 
コード番号 

非精密進入用滑走路 
コード番号 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A 
77.5m 

以上 

77.5m 

以上 
  

37.5m 

以上 

67.5m 

以上 
  

23m 

以上 

B 
82m 

以上 

82m 

以上 

152m 

以上 
 

42m 

以上 

72m 

以上 

87m 

以上 
 

32m 

以上 

C 
88m 

以上 

88m 

以上 

158m 

以上 

158m 

以上 

48m 

以上 

78m 

以上 

93m 

以上 

93m 

以上 

44m 

以上 

D   
166m 

以上 

166m 

以上 
  

101m 

以上 

101m 

以上 

63m 

以上 

E   
172.5m 

以上 

172.5m 

以上 
  

107.5m 

以上 

107.5m 

以上 

76m 

以上 

F   
180m 

以上 

180m 

以上 
  

115m 

以上 

115m 

以上 

91m 

以上 

  

(1) 本規定の間隔は、図-3.7.2 に示すとおりである。 

 
図-3.7.2 滑走路と平行誘導路との中心線間隔 

 

(2) 滑走路と平行誘導路との中心線間隔は、着陸帯の幅と平行誘導路を走行する航空機の

翼幅を考慮して設定している。 

(3) 誘導路と誘導路との中心線間隔は、誘導路帯の幅と誘導路を走行する航空機の翼幅を

考慮して設定している。 
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3.7.6 誘導路の勾配 
3.7.6.1 縦横断勾配 
（省令 79 条関係） 
(1) 誘導路の縦断勾配は、以下の規格を有するものであること。 

コード文字 A B C D E F 
最大縦断勾配 3% 3% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

(2) 誘導路の横断勾配は、以下の規格を有するものであること。 

コード文字 A B C D E F 
最大横断勾配 2% 2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

  

 

3.7.6.2 縦断勾配の変化 

 誘導路の縦断曲線の曲率半径は、以下の規格を有するべきである。 
- コード文字が A 又は B の場合は、2,500m 以上 
- コード文字が C、D、E 又は F の場合は、3,000m 以上 

(1) 縦断勾配の変化点における縦断曲線の曲率半径Rは、図-3.7.3に示すとおりである。 

 

図-3.7.3 縦断勾配の変化点と縦断曲線 

 
(2) 縦断勾配の設定にあたり、雪氷等による航空機のすべりが生じるおそれがある場合に

は、できる限り急激な勾配変化を避けることが望ましい。 
 

3.7.6.3 視距離 

誘導路の縦断勾配は、以下に示す誘導路面上の視点の高さのいかなる点からも、その視

距離内の誘導路の表面が見えるような勾配とすべきである。 

コード文字 視点の高さ 視距離 
A 1.5m 150m 
B 2m 200m 

C、D、E 又は F 3m 300m 
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3.7.7 誘導路の強度 
（告示 17、25 条関係） 

誘導路の強度にかかる性能規定は、次に掲げるものとする。 

(1) 主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が載荷重、レベル一地

震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の損

傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

(2) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保するために必要な誘

導路にあっては、主たる作用がレベル二地震動、偶発波浪又は津波である偶発状態に

対して、作用による損傷の程度が限界値以下であるものとする。 

(1) 当該施設の被災に伴う空港の運用停止により、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点

としての役割が損なわれる可能性がある場合には、周辺地域の人命や財産の喪失など

重大な影響を及ぼす可能性がある。また、当該空港が航空ネットワークや背後圏経済

活動において重要な役割を果たしている場合には、当該施設の被災に伴う空港の運用

停止により、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点としての役割が損なわれるだけで

なく、社会経済活動に重大な影響を及ぼす可能性があることから、レベル二地震動等

の偶発作用に対しても施設の機能の回復が求められる。 

 

3.7.8 誘導路の表面 
（告示 17 条関係） 

誘導路の表面にあっては、航空機の運航に対する安定性及び雨水に対する排水性を有

する舗装とすること。 
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3.8 誘導路ショルダー 
3.8.1 一般 
（省令 79 条関係） 
 誘導路の両側に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。 

(1) 本規定は、誘導路ショルダーの要求性能であり、3.8.4 及び 3.8.5 にその性能規定を示

す。 

 

3.8.2 誘導路ショルダーの幅 

(1) 誘導路ショルダーの幅は、以下の規格を有するべきである。 
- コード文字が A 又は B の場合は、3m 以上 
- コード文字が C の場合は、5m 以上 
- コード文字が D の場合は、5.5m 以上 
- コード文字が E の場合は、7.5m 以上 
- コード文字が F の場合は、10.5m 以上 

(2) 誘導路の幅が 3.7.2 に示す誘導路の幅より広い場合は、誘導路ショルダーの幅をその

分縮小することができ、誘導路ショルダーの最小幅は、3m とすべきである。 
(3) フィレットが設置される誘導路の交差部及び曲線部において、ショルダー幅は、隣接

する誘導路直線部の幅よりも小さくすべきではない。 
(1) 誘導路ショルダーの幅は、主に航空機のエンジン（4 発機では内側エンジン）の位置

に関連しており、誘導路とショルダーを合わせた幅を考慮して設定している。図-

3.8.1に示すとおり 3.7.2に示す誘導路の幅W1より広いW1´が確保される場合には、

全体の幅 W が変わらない範囲で本規定に示すショルダーの幅 W2 を縮小し、W2´と
することができることとしている。 

 

図-3.8.1 誘導路ショルダーの幅の縮小 

 

(2) 誘導路ショルダーの幅は、航空機と除雪によって生じる雪堤とのクリアランスの確保

や除雪車両による作業性を考慮し、適切に設定する必要がある。 
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3.8.3 誘導路ショルダーの勾配 

 誘導路ショルダーの横断勾配は、2.5%以下とすべきである。ただし、既設誘導路の嵩

上げに伴い、その摺付けの影響が広範囲に及ぶ場合は、5%まで許容することができる。 
 

3.8.4 誘導路ショルダーの強度 
（告示 20 条関係） 

誘導路ショルダーは、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が

載荷重、レベル一地震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与

える程度の損傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.8.5 誘導路ショルダーの表面 
（告示 20 条関係） 
 誘導路ショルダーの表面にあっては、航空機の運航に対する安定性及び雨水に対する

排水性を有する舗装とすること。 
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3.9 誘導路帯 
3.9.1 一般 
（省令 79 条関係） 
(1) 飛行場基準コード別に、3.9.2 に掲げる規格に適合した幅を有するものであること。

ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。 

(2) 自重、土圧、レベル一地震動、水圧、変動波浪等による損傷等が当該施設の機能を損

なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 

(3) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有

すること。 

(1) 本規定の(2)及び(3)は、誘導路帯の要求性能であり、3.9.5 及び 3.9.6 にその性能規定

を示す。 

 

3.9.2 誘導路帯の幅 

 誘導路帯は、以下の規格を有するものであること。 

コード文字 A B C D E F 
誘導路の縦方向中心線か

ら当該中心線に平行な誘

導路帯の縁までの距離 

15.5m 
以上 

20m 
以上 

26m 
以上 

37m 
以上 

43.5m 
以上 

51m 
以上 

  

(1) 誘導路帯の幅は、図-3.9.1に示すとおり、誘導路中心線と固定障害物との間に最小限

確保すべき間隔に基づいて設定している。 

 

図-3.9.1 誘導路帯の幅 

 

(2) 本規定は、誘導路帯の直線部におけるものである。  
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3.9.3 交差部及び曲線部における誘導路帯の形状 

誘導路の交差部及び曲線部における誘導路帯の形状は、航空機の操縦室が曲線部の誘

導路中心線を走行する際、航空機から固定障害物までのクリアランスは、以下の規格を有

するべきである。 
- コード文字が A、B 又は C の場合は、8m 以上 
- コード文字が D、E 又は F の場合は、11m 以上 

(1) 誘導路曲線部の内側は、航空機の内輪差によって固定障害物とのクリアランスが小さ

くなるため、誘導路の交差部及び曲線部における誘導路帯の形状は、走行することが

予想される航空機のうち最も大きな形状を必要とする航空機を対象に設定すること

が望ましい。 

(2) 航空機の車輪軌跡を推定する方法は、「Aerodrome Design Manual (Doc9157), Part2」
に示されている。 

 

3.9.4 誘導路帯の勾配 

誘導路本体及びショルダーを除く誘導路帯のうち、誘導路中心線から以下に示す距離

までの区域（以下「整地区域」という。）の横断勾配は、5%以下とすべきである。 
- 外側主脚車輪間隔が 4.5m 未満の場合は、10.25m 
- 外側主脚車輪間隔が 4.5m 以上 6m 未満の場合は、11m 
- 外側主脚車輪間隔が 6m 以上 9m 未満の場合は、12.5m 
- 外側主脚車輪間隔が 9m 以上 15m 未満の場合で、コード文字が D の場合は、

18.5m 
- 外側主脚車輪間隔が 9m 以上 15m 未満の場合で、コード文字が E の場合は、

19m 
- 外側主脚車輪間隔が 9m 以上 15m 未満の場合で、コード文字が F の場合は、

22m 
(1) 誘導路帯が着陸帯と重複するときは、着陸帯の勾配規定を優先する必要がある。 
(2) 整地区域以外の誘導路帯の横断勾配は、5%以下とすることが望ましい。 
(3) ショルダー（舗装）と誘導路帯の植生部の境界は、芝等の成長に伴い舗装面より植生

部が高くなりショルダー部の排水が不良となる可能性があることから、5cm 程度の段

差を設けることが望ましい。 
(4) 整地区域内に排水構造物を設置する場合は、皿形排水溝や蓋付排水溝のように、誘導

路帯の規定勾配を満足する構造にする必要がある。 
(5) 整地区域以外の誘導路帯に開渠を設置する場合は、誘導路ショルダーから可能な限り

遠くに配置することが望ましい。特に誘導路の交差部又は曲線部の場合、誘導路ショ

ルダー端は、誘導路帯の整地区域よりも外側に配置されることに留意する必要がある。 
(6) 誘導路橋梁や場周地下道のように誘導路帯内で高低差が大きくなる場合は、当該箇所
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への航空機の逸脱を防ぐため、より広い整地区域の確保や転落防止措置を設けること

が望ましい。 

 

3.9.5 誘導路帯の強度 
（告示 18 条関係） 
  誘導路帯は、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用がレベル一

地震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の損傷

の生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.9.6 誘導路帯の表面 
（告示 18 条関係） 

誘導路帯の表面にあっては、航空機の運航の安全に必要な施設を除き、航空機の障害と

なる物件が設置されていないこと。 

(1) 航空機の運航の安全に必要な施設とは、その効用を発揮するため誘導路帯内に設置し

なければならないものをいう。 

(2) 誘導路帯内に設置する航空機の運航の安全に必要な施設は、脆弱で、かつ、できるだ

け低く据え付けることが望ましい。 

(3) 誘導路帯の地表面に突出する物件は、障害物とみなすべきであるが、航空機の翼やエ

ンジンがそれらの物件に衝突する危険性がないことが確認された場合は、この限りで

ない。 

(4) 通行する車両が障害物となり得る場周道路は、障害物とみなすべきであるが、航空機

走行時に車両の通行を制限する等により安全を確保することができる場合は、この限

りでない。 

(5) 誘導路帯は、降雨等による表面の浸食防止、航空機のブラストによる土石等の飛散防

止及び誘導路帯の支持力確保のため、整地及び植生等を行うことが望ましい。 

(6) 誘導路帯のうち、3.9.4 に示す整地区域は、航空機が誘導路から逸脱した場合の危険

性を最小限にとどめるため、支持力が極端に異ならないようにすることが望ましい。 
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3.10 エプロン 
3.10.1 一般 
（省令 79 条、告示 22、23 条関係） 
(1) 使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度

を有するものであること。 

(2) 自重、土圧、レベル一地震動、水圧、変動波浪等による損傷等が当該施設の機能を損

なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 

(3) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保する必要があると空

港の設置者又は管理者が判断する場合にあっては、被災時における当該空港の機能

を確保するために必要なエプロンについて、レベル二地震動、偶発波浪又は津波によ

る損傷等が軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないものとす

る。 

(4) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有

すること。 

(5) 航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、十分な面積を有するとともに適

切な形状を有すること。 

(1) 本規定は、エプロンの要求性能であり、3.10.4 及び 3.10.5 に(1)から(4)の性能規定を

示す。 
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3.10.2 エプロンの形状 

(1) エプロン内の間隔及び航空機のクリアランスは、以下の規格を有するべきである。 

適用箇所 
コード文字 

A B C D E F 

a 
エプロン誘導路中心線と他

の航空機又は障害物との間

隔 

15.5m 
以上 

20m 
以上 

26m 
以上 

37m 
以上 

43.5m 
以上 

51m 
以上 

b 

スポット誘導経路中心線と

他の航空機又は障害物（ボ

ーディングブリッジを除

く）との間隔 

12m 
以上 

16.5m 
以上 

22.5m 
以上 

33.5m 
以上 

40m 
以上 

47.5m 
以上 

c 

航空機導入線上を移動中の

航空機から駐機航空機又は

障害物（ボーディングブリ

ッジを除く）、駐機航空機相

互間並びに駐機航空機から

建物（ボーディングブリッ

ジを除く）までのクリアラ

ンス 

3m 
以上 

3m 
以上 

4.5m 
以上 

7.5m 
以上 

7.5m 
以上 

7.5m 
以上 

(2) エプロンの端部がエプロン誘導路又はスポット誘導経路の場合において、航空機の

操縦室が誘導路中心線を走行する際、主脚車輪外縁から舗装端までのクリアランス

は、3.7.3 の規定に準じるべきである。 

(1) 本規定のクリアランス適用箇所は、図-3.10.1 のとおりである。 

 

図-3.10.1 エプロンにおける航空機の標準クリアランス 
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3.10.3 エプロンの勾配 

エプロンの勾配は、スポット誘導経路も含め 1%以下とすべきであり、エプロン誘導路

の勾配は、3.7.6 の誘導路の勾配の規定に準じるべきである。 
(1) エプロン勾配は、雨水の排水性を考慮したものであるが、駐機中の航空機の自然移動

による障害を防ぐためにはできるだけ平坦であることが求められる。 

 

3.10.4 エプロンの強度 
（告示 19、25 条関係） 
 エプロンの強度にかかる性能規定は、次に掲げるものとする。 

(1) 主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が載荷重、レベル一地

震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の損

傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

(2) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保するために必要なエ

プロンにあっては、主たる作用がレベル二地震動、偶発波浪又は津波である偶発状態

に対して、作用による損傷の程度が限界値以下であるものとする。 

(1) 当該施設の被災に伴う空港の運用停止により、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点

としての役割が損なわれる可能性がある場合には、周辺地域の人命や財産の喪失など

重大な影響を及ぼす可能性がある。また、当該空港が航空ネットワークや背後圏経済

活動において重要な役割を果たしている場合には、当該施設の被災に伴う空港の運用

停止により、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点としての役割が損なわれるだけで

なく、社会経済活動に重大な影響を及ぼす可能性があることから、レベル二地震動等

の偶発作用に対しても施設の機能の回復が求められる。 

 

3.10.5 エプロンの表面 
（告示 19 条関係） 

エプロンの表面にあっては、航空機の駐機に対する安定性及び雨水に対する排水性を

有する舗装とすること。 

(1) 航空機に給油を行うエプロンの舗装は、消防法に規定する給油取扱所の基準に準拠す

る必要がある。 

(2) 航空機が駐機する部分において、避雷用のアースリング、タイダウンリング及びテザ

ーアンカーリングを設ける場合、運航者等と協議のうえ設置箇所について検討する必

要がある。 

(3) アースリング及びタイダウンリングは、その用途及び位置を明示するための標識を設

ける必要がある。 
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3.11 エプロンショルダー 
3.11.1 一般 
（省令 79 条関係） 
 エプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。 

(1) 本規定は、エプロンショルダーの要求性能であり、3.11.4 及び 3.11.5 にその性能規定

を示す。 

(2) エプロンの端部が図-3.11.1 に示すとおりエプロン誘導路又はスポット誘導経路の場

合は、航空機の航行の安全を確保するため、エプロンの縁にエプロンショルダーを設

ける必要がある。 

 

図-3.11.1 エプロンショルダーの設置箇所 

 

3.11.2 エプロンショルダーの幅 

(1) エプロン端部がエプロン誘導路又はスポット誘導経路の場合において、エプロンシ

ョルダーの幅は、以下の規格を有するべきである。 
- コード文字が A 又は B の場合は、3m 以上 
- コード文字が C の場合は、5m 以上 
- コード文字が D の場合は、5.5m 以上 
- コード文字が E の場合は、7.5m 以上 
- コード文字が F の場合は、10.5m 以上 

(2) エプロン誘導路又はスポット誘導経路の幅が 3.7.2 に示す誘導路の幅より広い場合

は、エプロンショルダーの幅をその分縮小することができ、エプロンショルダーの最

小幅は、3m とすべきである。 
(1) エプロンショルダーの幅は、3.8.2 に示す誘導路ショルダーの幅に基づいている。 

(2) エプロンショルダーの幅は、航空機と除雪によって生じる雪堤とのクリアランスの確

保や除雪車両による作業性を考慮し、適切に設定する必要がある。 
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3.11.3 エプロンショルダーの勾配 

 エプロンショルダーの横断勾配は、2.5%以下とすべきである。ただし、既設エプロン

の嵩上げ等に伴い、その摺付けの影響が広範囲に及ぶ場合は、5%まで許容することがで

きる。 
 

3.11.4 エプロンショルダーの強度 
（告示 20 条関係） 
  エプロンショルダーは、主たる作用が自重及び土圧である永続状態並びに主たる作用

が載荷重、レベル一地震動及び変動波浪である変動状態に対して、航空機の運航に支障を

与える程度の損傷の生じる危険性が限界値以下であること。 

 

3.11.5 エプロンショルダーの表面 
（告示 20 条関係） 
 エプロンショルダーの表面にあっては、航空機の運航に対する安定性及び雨水に対す

る排水性を有する舗装とすること。 
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3.13滑走路、誘導路及びエプロンの地下の工作物 
3.13.1一般 
（省令 79 条、告示 22、23 条関係） 
(1) 滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用す

ることが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有す

るものであること。 

(2) 自重、土圧、レベル一地震動、水圧等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継

続して使用することに影響を及ぼさないこと。 

(3) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保する必要があると空

港の設置者又は管理者が判断する場合にあっては、被災時における当該空港の機能

を確保するために必要な滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の

工作物について、レベル二地震動、偶発波浪又は津波による損傷等が軽微な修復によ

る当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないものとする。 

(1) 本規定は、滑走路、誘導路及びエプロンの地下の工作物の要求性能であり、3.13.2 に

その性能規定を示す。 

 

3.13.2地下の工作物の強度 
（告示 21、25 条関係） 
(1) 滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物は、主たる作用が自

重及び土圧である永続状態並びに主たる作用が載荷重、水圧、レベル一地震動である

変動状態に対して、航空機の運航に支障を与える程度の損傷の生じる危険性が限界

値以下であること。 

(2) レベル二地震動、偶発波浪又は津波に対して空港の機能を確保するために必要な滑

走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物にあっては、主たる作

用がレベル二地震動である偶発状態に対して、作用による損傷の程度が限界値以下

であること。 

(1) 地下の工作物の構造の照査方法については、「空港土木施設設計要領」に示されてい

る。 

(2) 地下の工作物の上に滑走路等の施設が存在する場合には、当該施設の被災が滑走路等

の基本施設にも影響を与え、救急救命活動や緊急物資等輸送の拠点としての役割が損

なわれ、周辺地域の人命や財産の喪失など重大な影響を及ぼす可能性がある。また、

当該空港が航空ネットワークや背後圏経済活動において重要な役割を果たしている

場合には、当該施設の被災に伴うライフラインの機能障害、運用停止により、救急救

命活動や緊急物資等輸送の拠点としての役割が損なわれるだけでなく、社会経済活動

に重大な影響を及ぼす可能性があることから、レベル二地震動等の偶発作用に対して

も施設の機能の回復が求められる。 



 

附 則 

この通達は、令和３年４月２６日から施行する。 


